
 

２０１９年度 

北本市観光協会任期付職員 

募 集 案 内 

 

 

一般事務  １人 

 

＜雇用期間＞ 

２０１９年８月１日（木）から 

２０２１年３月３１日（水）まで 

＜1次試験＞ 書類審査 

＜２次試験＞ 作文・面接審査 

２次試験日 ２０１９年７月２５日（木） 

＜申込期限＞ 

２０１９年７月１６日（火）から１９日（金）＊１７時必着 

 

  



１ 募集人数等 

一般事務 1 人 

（主にシティプロモ―ション事業及び北本トマトカレー運営事業に従事。） 

 

２ 応募要件 

次の要件を満たす人 

（１） 高等学校、短期大学又は大学を卒業した人 

（２） PC による基本的な事務業務が可能な方 

（３） 観光の振興に図る活動に興味のある方 

 

３ 選考方法・日程等 

１次選考 書類選考 

 

２次選考 書類選考の結果、選考を通過した方は下記の日程で２次試験に参加いただきます。 

試験方法 試験時間 試験日 試験会場 

作文試験 ７０分 ２０１９年７月２５日（木） 

午後２時集合 

北本市観光協会 

面接試験 ２０分程度 北本市観光協会 

 

４ 応募方法 

（１） 提出書類 



１ 受験申込書 
指定の用紙に、必要事項を記入してください。 

整理票と受験票は切り離さずに提出してください。 

（指定の位置に顔写真を貼付してください。） 

２ 整理票・受験票 

３ 卒業（見込）証明書 

最終学歴のものを提出してください。（最終学歴よりも前に上位

学歴がある場合は、そちらも併せて提出してください。 

４ 返信用封筒 

長３サイズ（縦 23.5cm、横 12cm）の封筒に、82 円切手を貼り、

返信用のあて先を記入してください。（切手が無いものは受付い

たしません。） 

 

（２） 提出方法 

郵送による申込 

受付期間 

２０１９年７月１６日（火）から１９日（金） 

＊１７時必着 

郵送先 

〒364-0035 埼玉県北本市西高尾１−２４９ 

      北本市観光協会職員担当 

（＊封筒の表に「任期付職員採用試験」と朱書してください。） 

持参による申込 

受付期間 

２０１９年７月１６日（火）から１９日（金） 

＊１７時必着 

受付時間 午前９時から午後５時まで（土・日曜日、祝日を除く。） 

受付場所 北本市観光協会 職員担当 

＊書類不備のもの、受付期間を過ぎたものについては受理できません。 



５ 合格から採用まで 

（１） 採用試験の合格者は、２０１９年８月１日（木）から２０２１年３月３１日（水）ま

で採用します。 

（２） 任期付職員は、任期が定められていること以外、勤務条件（給与、勤務時間、休暇、

服務等）については、原則として正規職員と同様の扱いとなります。 

（３） 任期付職員の採用は、北本市観光協会の正規職員（任期の定めのない職員）としての

採用と無関係であり、この他に職員採用の際に優先されるものではありません。 

 

６ 勤務条件 

（１） 雇用期間 

２０１９年８月１日（木）から２０２１年３月３１日（水）まで 

（２） 業務内容 

エクセルやワードを使い、主にシティプロモ―ション事業及び北本トマトカレー運営事

業に従事してもらいます。その他、観光協会事業全般についても従事することもありま

す。 

（３） 勤務時間 

原則、１週間あたり５日間（月曜日から金曜日まで）で午前９時から午後５時まで所

定労働時間７時間の勤務となります。ただし、業務によっては土曜日及び日曜日、祝

日の勤務命令もあります。また、必要に応じて残業の命令もあります。 

（４） 休暇 



北本市観光協会職員の就業規則に基づき、夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、

特別休暇（結婚・忌引等）があります。 

（５） 就業場所 

北本市観光協会 観光情報発信館（北本市西高尾１−２４９） 

（６） 加入保険 

社会保険 

 

 

７ 給与等 

給 与（月額） 「北本市職員の給与に関する条例」に準じて決定します。 

手  当 

通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、賞与等が支給条件に応

じて支給されます。 

 

【お問い合わせ】 

北本市観光協会 職員担当 

〒364-0035 北本市西高尾１−２４９ 

電話 ０４８−５９１−１４７３ 

ホームページ http://www.machikan.com 


